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一般社団法人 熱帯林行動ネットワーク 定款 

 

第１章 総則 

 

 

（名称） 

第 1 条 この法人は、一般社団法人熱帯林行動ネットワークと称し、呼称は JATAN

（ジャタン）とする。 

（主たる事務所） 

第 2条 この法人は、 主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

（目的） 

第 3 条 当法人は、熱帯林をはじめとした世界の森林の保全のために、森林破壊を

招いている日本の木材貿易と木材の浪費社会を改善するための政府、企業、市民

の役割を提言し、世界各地の森林について、生物多様性や地域の住民の生活が守

られるなど、環境面、社会面において健全な状態にすることを目指すことを目的とし、

その目的に資するために以下の事業を行う。  

(1) 熱帯林等、世界の森林の減少の現状とその原因および解決策に関する調査、

研究。  

(2) 世界の環境保護団体とのネットワークを広げ、森林問題を中心とした地球規模

の環境に関する情報の収集。  

(3) 熱帯林および世界の森林の保護を国内の市民に広めるための勉強会、講演

会などの開催。  

(4) 森林経営における住民参加型の持続可能な発展のあり方に関する研究。  

(5) 日本の木材貿易、政府開発援助、企業活動などにかかわる政策提言。  

(6) 熱帯林および世界の森林の保護に関する情報冊子等の発行。  

(7) 機関誌 JATAN NEWS 等の発行。  

(8) 森林問題を含め地球規模の環境問題に関する内外の会議への出席。  

(9) その他、本団体の目的を達成するために必要な事業。  

(10) 本団体は特定の政治、宗教団体に関わりのある事業は行なわない。 

（公告） 

第 4 条 当法人の公告は、 当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示

する方法による。 

 

第 2章 社員 

 

（入社） 

第 5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。  

2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとす

る。 

（社員の資格喪失） 

第 6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 退社したとき。  

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。  

(3) 除名されたとき。  

(4) 総社員の同意があったとき。 

（退社） 
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第 7 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある

場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 

（除名）  

第 8 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、

社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第 49条第2項に定

める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。 

 

第 3章 社員総会 

 

（社員総会） 

第 9 条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集

し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。 

 

第 4章 役員 

 

（員数） 

第 10条 当法人に、理事 3名以上を置く。  

2 理事のうちには、理事のいずれか 1 名及びその親族その他特殊の関係がある者

の合計数が、 理事総数 （現在数） の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはな

らない。 

3 理事のうち 1名を代表理事とする。  

4 理事及び代表理事は社員総会の決議により選任する。 

 

第 5章 計算 

 

（事業年度） 

第 11条 当法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

（残余財産の処分） 

第12条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議

により、国若しくは地方公共団 体又は公益社団法人及び公益財団法人認定等に

関する法律第 5条 17号に掲げる法人に贈与するものとする。 

 

（剰余金の非分配） 

第 13条 当法人は剰余金の分配を行わない。 

 

第 6章 附則 

 

（最初の事業年度） 

第 14条 当法人の最初の事業年度は、 当法人成立の日から令和６年３月３１日まで

とする。 

 

（設立時の社員） 

第 15条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。 

住所  

設立時社員 川上 豊幸 
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住所 

設立時社員 中司 喬之  

住所 

設立時社員 原田 公 

 

（設立時の理事、 代表理事） 

第 16条 当法人の設立時の理事の氏名は次のとおりである。 

設立時理事 川上 豊幸 

設立時理事 中司 喬之 

設立時理事 原田 公 

設立時の代表理事の氏名及び住所は次のとおりである。 

住所 

設立時代表理事 原田 公  

 

以上、 一般社団法人熱帯林行動ネットワーク社団設立のためにこの定款を作成し、 

設立時社員が次に記名・押印する。 

 

令和５年７月１５日 

 

設立時社員 

川上 豊幸  印 

中司 喬之  印 

原田 公  印 

 


